
安全・安心な食のまち・さっぽろ推進計画

6

第２章　基本理念と目指す都市像、基本方針

１　基本理念と目指す都市像

　食の安全・安心を確保するためには、生産から消費に至るまでの食に関わるすべての人が「安

全な食品を享受する」という消費者の基本的権利を尊重し、情報の共有と相互理解のもと、連

携・協働して取り組む必要があります。

　また、食の安全・安心の確保は、市民の健康で豊かな食生活、札幌の食産業や観光等を支え

る重要な基盤であるという共通認識を持つことが大切です。

　札幌市は、条例に定めた基本理念を市民や事業者に広く浸透させるとともに、共に目指す将

来の都市像、	“安全・安心な食のまち・さっぽろ”	の実現に向けた取組を進めます。

● 市民や札幌市を訪れる観光客等の健康保護を最優先

● 生産から消費までの食の安全 ･安心の確保

● 市民 ･事業者 ･札幌市の三者による連携・協働の推進

● 科学的知見に基づく健康被害の未然防止

● 食産業 ･観光の振興に寄与

基　本　理　念

「安全 ･安心な食のまち・さっぽろ」のイメージ

● 一人一人の市民が、食品の安全性について理解と関心を持っている

● 個々の事業者が、食の安全・安心の確保を第一に考えて行動している

● 市民と事業者との間で食に関する信頼関係が築かれている

● 食品の生産から消費まで、安全の管理が図られている

● 食の札幌ブランドに「安全・安心」の付加価値がついている

● 市民や観光客が、安心して食を楽しめる
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市民の役割

“安全･安心な食のまち・さっぽろ”を目指して

事業者の責務情報収集
取組への理解

情報公開
市民との交流

連携
協働

情報提供
意見の反映

施策への参加
意見の表明

施策への協力
自主回収の報告

自主的取組の支援
監視･指導

【市民の役割、事業者･札幌市の責務】

札幌市の責務

● 知識の習得・理解
● 事業者の取組への理解
● 市の施策への意見・参加

● 総合的･計画的な施策の実施 ● 市民等意見の施策への反映
● 市民･事業者との連携･協働の推進 ● 関係団体等との緊密な連携

● 自主的な衛生管理
● 情報公開･市民との交流
● 市の施策への協力

２　基本方針

⑴　基本方針
　行政には、食品衛生法に基づく

「規制」により、食品取扱施設への

監視指導等を強化充実させ、事業者

による自主的な衛生管理の一層の

推進を図ることで食の安全を確保

し、市民の健康を保護するという自

治体の果たすべき責務があります。

　また、	“安全・安心な食のまち”は、

行政だけで実現できるものではな

く、事業者や市民がそれぞれの責務

や役割を認識して、互いに信頼関係

を築き、「連携・協働」を図ることで

初めて実現されるものです。

　このため、食品衛生法に基づく行政の「規制」と、市民、事業者及び札幌市の「連携・協働」

を、二つのうちどちらも欠くことのできない密接な関係として車の両輪にたとえ、「ビジョン」

に引き続き、両者による施策を展開していくことを基本方針とします。

⑵　札幌市・事業者の責務、市民の役割
　札幌市・事業者の果たすべき責務や市民の役割は以下のとおりです。

①　札幌市の責務

　札幌市は、基本理念の下、食の安全・安心の確保のために必要な施策を、総合的かつ計

画的に実施しなければなりません。

　そのために、市民に正確かつ適切に情報提供し、事業者に自主的取組の支援を行うほ

か、施策には市民及び事業者の意見を反映させるとともに、市民、事業者及び札幌市の三

者が連携・協働して食の安全・安心の確保に関する取組を進めていけるようパイプ役、調

整役を積極的に務め、必要な環境を整えます。

　また、食中毒等の事故が発生した時には、その影響が広範囲に及ぶ可能性もあることか

ら、国、他の自治体及び関係団体等との密接な連携に努めます。

②　事業者の責務

　事業者は、その事業活動において、市民の生命や健康に直接影響を及ぼす食品等を取り

扱っていることから、法令等の遵守は当然のことであり、安全性を確保するための必要か

つ適切な措置を講じるとともに、自主的な衛生管理を積極的に行うことが求められます。

　また、わかりやすい表示を心がけ、正確かつ適切な情報公開、市民交流等を通じて信頼

の確保に努めるとともに、札幌市の施策に協力する責務があります。

③　市民の役割

　市民は、食品供給の単なる受け手ではなく、自らの判断で食品の購入や消費行動を選択

し、意思を表明することができる大きな影響力のある存在です。この存在の大きさを自覚

し、積極的な役割を果たすことが求められます。

　具体的には、食品等を選択する上で必要な表示に関する知識を身に付けるなど、市民自

ら健康で豊かな食生活を送るために、食品等の安全性に関する知識と理解を深めるよう

努める必要があります。

　また、事業者の生産から販売まで（フードチェーン）における食の安全・安心に関する取

組に理解を深め、自らの問題として捉え、意見を述べたり、協力したりすることで、事業者

の自主的な衛生管理の取組が活性化され、促進されます。

　さらに、食の安全・安心の確保に関する市の施策に参加・協力し、意見を表明するなど、

積極的な参画も期待されます。

市民生活･食産業・観光・農業・消費者教育などを
「両輪」によって支える

食品衛生法に基づく

「規制」
市民・事業者・札幌市の

「連携･協働」
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